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公 告 

 

  令和 8年度 鹿敷生活改善センター改築工事について事後審査型制限付き一般競争入札

を行いますので、いの町契約規則（平成 16 年いの町規則第 46 号）第５条により公告しま

す。 

 

令和 8 年 4 月 22 日 

 

                                           いの町長  池田 牧子 

 

第１ 工事及び入札等の概要 

  １ 工 事 名 令和 8 年度 鹿敷生活改善センター改築工事 

２  工事番号 8 い管工第 1 号 

  ３ 工事場所 いの町 鹿敷  

４ 工事概要 鹿敷地区集会施設である鹿敷生活改善センターの耐震性が不足してい

るため、改築工事を行う。 

５ 工事内容 詳細については、設計図書に示す。 

６ 工  期 令和 9 年 1 月 29 日 

７ この工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成 12 年法律第

104 号）」に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務

付けられた工事であること。        

 ８ 予定価格 事後公表 

 ９ 申請期間 公告の日から令和 8 年 5 月 1 日（金）正午まで 

10 入札日 

(１) 入札日時 

     令和 8 年 5 月 14 日（木）午前 9 時 30 分から 

(２) 入札及び開札場所 

     いの町役場 1 階 103 会議室 

  11 この入札への参加者は、いの町入札心得を了知すること。 

12 この入札は、入札参加者が無いとき、または入札参加資格を認めた者が無い場合に

は行わない。 

13 この入札の参加申請において提出された申請書等は、返却しない。また、申請書等

について提出期限後の差し替え、訂正等は認めない。 

14 申請書等に虚偽の記載をしたことが判明した場合には、当該申請を無効とするとと

もに、指名停止の措置を行うことがある。 

15 契約締結までの間に次に該当した場合には、落札決定を取り消すこと又は契約を締

結しないことがある。 

(１) いの町建設工事指名停止措置要綱（平成 18 年いの町訓令第 11 号）又は指名回

避措置基準要領（平成 18 年いの町訓令第 13 号）による措置を受けたとき 

(２) いの町建設工事指名停止措置要綱の対象となる事案に該当したとき 

(３) 国又は高知県から指名停止等の措置を受けたとき 

(４) 建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）第 28 条第 3 項又は第 5 項の規定による営

業停止処分を受けたとき 

(５) 建設業法第 8 条第 9 号及びいの町の事務及び事業における暴力団の排除に関す

る規則（平成 25 年いの町規則第 22 号）第 2 条第 2 項第 5 号に掲げる排除措置対

象者に該当したとき 

(６) 第２に定める入札参加資格要件のいずれかを喪失したとき 
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16 落札者は、契約の締結の前に、工事施工中常駐させる現場代理人及びこの入札の参

加申請で提出した配置予定技術者について、別に定める「現場代理人・技術者届」で

届け出なければならない。 

  別途指定する日までに届出がない場合には、落札決定を取り消す。また、契約締結

後に現場代理人の常駐又は専任の技術者の配置が困難となった場合には、契約の解除

を行うことがある。 

 

第２ 入札参加資格 

   この工事の入札に参加できる者は、次に掲げる要件を満たす者であること。 

１ 要件 

 (１) いの町建設工事競争入札参加資格を有すること。 

 (２) いの町内に主たる営業所（本社又は本店）を置く者であること。 

(３) 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 の規定に該当しない

者であること。 

 (４) この公告の日から当該工事の入札の日までの間に、いの町建設工事指名停止措

置要綱又は指名回避措置基準要領に基づき指名停止等の措置を受けていない者で

あること。 

(５) この公告の日から当該工事の入札の日までの間に、国又は高知県から指名停止

等の措置を受けていない者であること。 

(６) 破産法（平成 16 年法律第 75 号）に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法

（平成 14 年法律第 154 号）に基づく会社更生手続き開始の申立て、特定債務等の

調整の促進のための特定調停に関する法律（平成 11 年法律第 158 号）に基づく特

定債務等の調整に係る調停の申立て又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に

基づく再生手続開始の申立てのいずれも行っていない者であること。 

(７)  建設業法第 8 条第 9 号及びいの町の事務及び事業における暴力団の排除に関

する規則第 2 条第 2 項第 5 号に掲げる排除措置対象者に該当しない者であるこ

と。 

  (８) 直近の経営事項審査結果通知書における建築一式工事の総合評定値(Ｐ値)が

700 点以上の者であること。 

（９）次の①から③の要件を満たす主任技術者を当該工事に専任で配置できること。 

    ただし、当該工事を施工するための下請契約の請負代金の額が 9,000 万円以上

になると事前に判断される場合は、主任技術者に代えて、②から④の要件を満た

す監理技術者を当初から専任で配置できること。 

① １級建築施工管理技士、2 級建築施工管理技士又はこれらと同等以上の資格を 

有する者であること。 

  ② 建設業法第 7 条第１号若しくは第 15 条第１号に規定されるいわゆる経営業務

の管理責任者又は第７条第２号若しくは第 15 条第２号に規定される営業所の専

任技術者（許可業種は問わない。）でないこと。 

   ③ この公告の日以前に申請者に採用され、申請時において引き続き３ヶ月以上

雇用されている者であること。 

   ④ 1 級建築施工管理技士又はこれと同等以上の能力を有する者であり、かつ、建

築一式工事における監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者で

あること。 

（１０） 当該工事を施工するための下請契約の請負代金の額が 9,000 万円以上になる

と事前に判断される場合は、建築一式工事に関し建設業法（昭和 24 年法律第 100

号）第 3 条第１項第 2 号の規定による特定建設業の許可を受けていること。 

 

第３ 入札参加の方法等 
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この工事の入札に参加しようとする者は、提出期限までに事後審査型制限付き一般

競争入札参加申請書を提出しなければならない。入札参加資格の有無について確認の

結果、入札参加資格を有しないと確認した者についてのみ、ＦＡＸにより通知し、資

格を有すると確認した者には通知しない。 

１ 申請書の配布又は提出について 

(１) 配布及び提出期限 

     令和 8 年 4 月 22 日（水）から令和 8 年 5 月 1 日（金）正午まで 

(２) 提出場所 

吾川郡いの町 1700-1（いの町役場本庁舎） 

   いの町管財契約課 

     電話 088－893－1114 

FAX 088－893－0177 

(３) 配布方法 

ホームページからのダウンロードによる。 

公告及び申請書様式 https://nyusatsu.town.ino.kochi.jp/ 

(４) 提出方法 

     いの町管財契約課に持参。特に認める場合を除き、郵送、ＦＡＸによる提出は

できない。 

   (５) 設計図書の閲覧 

 設計図書は、この公告の日から当該工事の入札の当日までの間、第３の１の（３）

に示したホームページにおいて公開する。 

(６) 質疑応答 

    ① 設計図書の内容について質問がある場合は、次により書面（様式自由）を提

出すること。 

ア 書面は、いの町管財契約課へ持参又は郵送（書留郵便に限る。）若しくは

ＦＡＸ（電話により着信を確認すること。）による。 

イ 書面の受付期間は、この公告の日から令和 8 年 5 月 7 日（木）正午までの

間、町の閉庁日を除く毎日とする。 

② 質問に対する回答は、入札参加資格者全員にＦＡＸ送信する。 

 (７) 入札参加資格確認の通知 

    申請書の提出のあった者のうち、資格を有しないと確認した者についてのみ令

和 8 年 5 月 11 日（月）までに、ＦＡＸにより通知し、資格を有すると確認した

者には通知しない。 

２ 入札方法等について 

(１) 郵便等による入札は、認めない。 

(２) 入札時刻に遅れた者は、入札に参加することができない。 

(３) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に

相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数

金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札参加者は消費税及び

地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった

契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。 

３ 入札参加資格の喪失 

入札参加資格の確認を受けた後、次のいずれかに該当したときは、この工事の入札

に参加できない。 

(１) 第２に示した入札参加資格のいずれかを満たさなくなったとき 

(２) 申請書に虚偽の記載をしたことが判明したとき 

４ 無効の入札 

   入札心得第９条に該当した入札は、無効とする。 
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５ 入札者の失格 

   入札心得第 10 条に該当した入札者は、失格とする。 

第４ 入札保証金 

   免除する。 

 

第５ 最低制限価格 

   設定する。（予定価格の 10 分の 7.5 から 10 分の 9.2 までの範囲） 

 

第６ 落札候補者の決定方法 

 １ 予定価格と最低制限価格の範囲内で、最低価格入札者から順に第１位から第３位ま

での落札候補者を決定する。 

 ２ 落札候補者となるべき同額の入札をした者が２人以上あるときは、くじ引きにより

落札候補者の順位を決定する。 

 

第７ 入札資格要件の確認 

   第 1 位落札候補者は資格要件確認書を提出しなければならない。提出がない場合、

又、審査の結果、当該落札候補者に資格がないと認めた場合は、次順位の者が提出し

なければならない。この場合において、提出書類、期日及び場所について、次順位の

者に対し管財契約課が別途連絡するものとする。 

   提出書類  事後審査型制限付き一般競争入札資格要件確認書(様式第 2 号) 

         配置予定技術者状況調書(別紙１) 

   提出期限  令和 8 年 5 月 19 日（火）まで 

   提出場所  いの町管財契約課（いの町 1700-1） 

 

第８ 落札者の決定 

   資格審査の結果、資格があると認めたときは、その者を落札者として決定し、落札

候補者に結果を連絡するものとする。 

 

第９ 契約の保証 

  この工事の落札者は、工事請負契約の締結に当たり、契約の保証として、請負代金

額の 10 分の１以上の金額を保証する次の各号のいずれかを納付し、又は提出しなけ

ればならない。 

１ 保証金（現金に限る。） 

２ 債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する金融機関又は保証事業会社の

保証書 

３ 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険による保証に係る証券 

４ 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券 

 

第 10 契約締結に関する事項 

   本工事に係る契約は、町議会の議決を要するものであるので、落札決定した日を含

めて 14 日以内に仮契約を締結し、町議会の議決後に本契約とするものとし、その旨を

別途通知する。なお、落札決定から契約締結までの間に、次の要件に該当するものと

なったときは、契約を締結しない、又は解除することがある。なお、落札決定から契

約締結までの間に、次の要件に該当するものとなったときは、契約を締結しない、又

は解除することがある。 

１ 第２入札参加資格の各号のいずれかの要件を満たさなくなったとき 

２ 本町から指名停止又は指名回避等の処分を受けたとき 

３ 建設業法第 28 条第 3 項もしくは第 5 項の規定による営業停止の処分を受けたとき 
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４ 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 の規定に該当する者 

５ 破産法（平成 16 年法律第 75 号）に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法（平

成 14 年法律第 154 号）に基づく会社更生手続き開始の申立て、特定債務等の調整の促

進のための特定調停に関する法律（平成 11 年法律第 158 号）に基づく特定債務等の調

整に係る調停の申立て又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づく再生手続開

始の申立てのいずれかを行った者。 

ただし、民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立て又は会社更生法の規定に

基づく更生手続開始の申立てがなされた者であっても、民事再生法の規定に基づく再

生計画認可の決定又は会社更生法の規定に基づく更生計画認可の決定を受けた者で、

再生手続開始又は更生手続開始の決定を受けた日以降に、建設業法（昭和２４年法律

第１００号）第２７条の２３の規定に基づく経営事項審査を受け、本町の入札参加資

格の再認定を受けた者については、当該再生手続開始又は更生手続開始の申立てがな

されなかったものとみなす。 

６ 建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）第 26 条による技術者を配置できない者 

７ 建設業法第 8 条第 9 号及びいの町の事務及び事業における暴力団の排除に関する規

則第 2 条第 2 項第 5 号に掲げる排除措置対象者に該当したとき 

 

第 11 その他 

 １ 入札に際し、入札金額に係る積算の内訳を明らかにした工事費内訳書を提出するこ

と。記載すべき工種等については、ホームページにて示す。 

２ この入札による落札者は、契約書提出時に独占禁止法の遵守に係る誓約書を提出す

ること。誓約書を提出しない場合は、契約を辞退したものとして取り扱うものとする。 

３ 落札者は、契約締結時に中間前金払又は部分払のいずれかの支払い方法を選択でき

る。ただし、契約締結後は、支払い方法の変更を認めない。 

４ 本工事は労務費ダンピング調査の対象工事である。工事費内訳書に記載した直接工

事費が一定の水準を下回った場合、開札後速やかに労務費又はその理由の確認を行う。 

理由の確認にあたり、書面が提出されない場合や、理由の回答がない場合には、入

札に関する条件に違反した入札として無効とする場合がある。 

 

 


